
クローズアップ豊岡

豊
岡
年
金
事
務
所
か
ら

　

年
金
相
談
窓
口
の
受
付
時
間
を

を
次
の
と
お
り
延
長
し
ま
す
。

　

お
越
し
の
際
に
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
の
分

か
る
も
の
と
身
分
証
明
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。代
理
者
の
と
き
は
、

対
象
者
の
年
金
手
帳
な
ど
基
礎
年

金
番
号
の
分
か
る
も
の
の
他
、
委

任
状
と
代
理
者
の
身
分
証
明
を
準

備
し
て
く
だ
さ
い
。

●
7
月
13
日（
土
）午
前
9
時
30
分

〜
午
後
4
時

●
7
月
1
・
8
日（
月
）・
16
日

（
火
）・
22
・
29
日（
月
）午
前
8

時
30
分
〜
午
後
7
時

●
相
談
・
手
続
き
の
際
は
予
約
の

上
、
来
訪
し
て
く
だ
さ
い
。

・
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
0
5
7
0
－
05
－
1
1
6
5

・
0
5
0
で
始
ま
る
電
話
の
方

　

☎
03
－
6
7
0
0
－
1
1
6
5

●
年
金
個
人
情
報
サ
ー
ビ
ス

　

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ア
ド
レ
ス

　

http://w
w
w
.nenkin.go.jp/

《
問
合
せ
》
豊
岡
年
金
事
務
所

　

☎
22
－
0
9
4
8

　

市
民
課
☎
21
－
9
0
1
5
ま
た

は
各
振
興
局
市
民
福
祉
課

　

国
民
年
金
は
、
20
歳
か
ら
60
歳

に
な
る
ま
で
加
入
し
て
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
収
入
の
減
少
や
失
業
等

で
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
、

納
付
が
免
除
さ
れ
る「
申
請
免
除
」

や
納
付
が
猶
予
さ
れ
る「
納
付
猶

予
」の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て

お
く
と
、
不
慮
の
事
故
な
ど
で
障

害
を
負
っ
た
と
き
や
死
亡
し
た
と

き
に
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎

年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
免
除
や
猶
予
の
承
認
を

受
け
た
期
間
は
、
障
害
基
礎
年
金
、

遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間

や
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
受
給
資

格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。
保
険

料
納
付
が
困
難
な
方
は
忘
れ
ず
に

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　

免
除
や
猶
予
を
受
け
た
期
間
は
、

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ

て
納
付（
追
納
）が
で
き
、
納
付
し

た
月
分
は
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
免
除
・
猶
予
の
承

認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら

数
え
て
3
年
度
目
以
降
に
追
納
す

る
と
き
は
、
当
時
の
保
険
料
額
に

経
過
し
た
期
間
に
応
じ
た
額
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

（�

注
1
）一
部
免
除
は
、
一
部
納

付
保
険
料
を
納
付
し
て
い
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

（�

注
2
）全
額
・
一
部
免
除
を
受

け
た
期
間
は
定
額
納
付
と
比
べ

て
老
齢
基
礎
年
金
額
は
減
額
さ

れ
ま
す
。

▼�

免
除
対
象
者　

本
人
・
配
偶
者
・

世
帯
主（
納
付
猶
予
制
度
の
場

合
は
、
50
歳
未
満
の
本
人
と
配

偶
者
）が
次
の
要
件
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方

▽
要
件

○
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下

○�

災
害
ま
た
は
失
業
・
倒
産
・
事　

業
の
廃
止
が
あ
っ
た
場
合

※�

そ
の
事
由
が
発
生
し
た
前
月
か

ら
、
事
由
が
発
生
し
た
年
の

翌
々
年
の
6
月
ま
で
の
期
間

（
申
請
月
か
ら
2
年
1
カ
月
前

ま
で
の
期
間
に
限
り
ま
す
）

○�

地
方
税
法
に
定
め
る
障
害
者
ま

た
は
寡
婦
で
あ
っ
て
、
前
年
所

得
が
1
2
5
万
円
以
下

○�

本
人
ま
た
は
そ
の
世
帯
の
人
が
、

生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助

以
外
の
扶
助
を
受
け
て
い
る
。

○�

特
別
障
害
給
付
金
を
受
け
て
い

る
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

○�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
ま
た
は
基
礎
年

金
番
号
が
分
か
る
も
の

○
印
鑑

○�

失
業
等
の
方
…「
雇
用
保
険
被

保
険
者
離
職
票
」や「
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
」な
ど
の
写
し
、

り
災
証
明
書
、
上
記
に
準
ず
る

公
的
機
関
の
証
明
書
等

▼�

窓
口　

市
民
課
ま
た
は
各
振
興

局
市
民
福
祉
課

▼�

所
得
申
告　

免
除
の
判
定
は
所

得
で
審
査
し
ま
す
。
必
ず
所
得

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼�

免
除
承
認
期
間　

7
月
1
日

（
月
）〜
令
和
2
年
6
月
30
日

（
火
）【
1
年
間
】

▼�

そ
の
他　

申
請
月
の
2
年
1
カ

月
前
の
月
分
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

免
除
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
失
業
な
ど
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難

で
、
未
納
期
間
の
あ
る
方
は
、

早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
元
年
度
保
険
料
免
除
・
猶
予

申
請
の
受
付
開
始（
７
月
か
ら
）

《納付・免除・納付猶予と未納の算入の違い》
納付状況

年金の種類 納付 申請免除
（全額・一部）

納付
猶予 未納

障害基礎年金 　　　　　　
遺族基礎年金 　　　　　　
（受給資格期間に算入されるか？）

○ ○
（注１） ○ ×

老齢
基礎年金

（受給資格期間に算
入されるか？） ○ ○

（注１） ○ ×

（年金額に反映され
るか？） ○ ○

（注１･２） × ×

《対象となる所得の目安表》
扶養人数

区分 単身世帯 １人扶養 ３人扶養

全額免除
納付猶予 57万円 92万円 162万円

４分の３免除 78万円 116万円 192万円
半額免除 118万円 156万円 232万円

４分の１免除 158万円 196万円 272万円
※ 所得の種類や控除額などによって、免除に
該当しない場合もあります。
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ニ
ュ
ー
ス

4〜7

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

豊
岡

8〜23

く
ら
し
の
情
報

24〜29

保
健
行
事

30〜31

つ
ど
い
の
広
場
・

図
書
館

32〜33

主
な
相
談
・

主
な
行
事

34〜35

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

豊
岡

8〜23

コウノトリ豊岡寄付金（ふるさと納税） 《問合せ》環境経済課☎ 23-4480

全国の皆さん、応援ありがとうございます！

　「ふるさと納税｣とは、生まれ故郷である“ふ
るさと”や“心のふるさと”（応援したいと思う
まち）への寄付金です。平成30年度も全国のた
くさんの方々から応援をいただきました。
　寄付金の状況・使い道は、次のとおりです。

平成30年度
寄付金受入状況

総件数　　　　　　2,975件
寄付金総額　179,627,581円

《主な寄付金の使い道》� 令和元年度
まちづくり施策 事業

｢小さな世界都市とよおか｣の実現
� 【68,500千円】

▽英語教育推進事業▽コミュニケーション教育推進事業
▽英語遊び保育推進事業▽アーティスト･クリエーター
移住推進事業▽城崎国際アートセンター事業▽文化芸
術創造交流事業▽海外戦略推進事業など

コウノトリをシンボルとした人と自然が共
生するまちづくり
� 【21,000千円】

▽学校給食用食材費（コウノトリ育むお米）▽コウノト
リ育む農法推進事業▽豊岡農業スクール開校事業など

安全に安心して暮らせるまちづくり
� 【20,000千円】▽老人福祉事業▽非常備消防事業など

持続可能な｢力｣を高めるまちづくり
� 【7,000千円】▽特産品振興事業▽但馬空港利用促進事業など

未来を拓く人を育むまちづくり
� 【29,000千円】

▽母子保健事業▽専門職大学誘致推進事業▽ふるさと
教育推進事業▽学校振興事業▽教育プラン推進事業▽
幼保対策事業など

人生を楽しみお互いを支えあうまちづくり
� 【9,000千円】

▽出石永楽館歌舞伎開催事業▽地域コミュニティー推
進事業（豊岡･日高･出石地域）

図
書
館
分
館

夏
休
み
イ
ベ
ン
ト

城
崎
分
館　
問
☎
21
－
9
0
7
2

①
た
の
し
い
お
は
な
し
　
わ
く
わ

く
ト
ラ
イ
ン
グ

日
7
月
27
日
㊏
午
前
10
時
〜
正
午

所
城
崎
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
内
読
み
聞
か
せ
、
野
菜
で

絵
を
描
く
対
小
学
生
定
20
人
￥

3
0
0
円（
材
料
費
）申
7
月
1
日

㊊
〜
22
日
㊊
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
城

崎
☎
21
－
9
0
7
1
に
電
話

②
て
づ
く
り
　
ま
い
・
ぶ
っ
く

日
8
月
4
日
㊐
午
後
2
時
〜
4
時

所
城
崎
庁
舎
2
階
大
会
議
室
内
ミ

ニ
絵
本
の
製
作
対
定
小
学
生
以
上

20
人
、
一
般
10
人
申
7
月
3
日
㊌

〜
29
日
㊊

竹
野
分
館　
問
☎
21
－
9
0
7
8

③
点
子
ち
ゃ
ん
の
点
字
教
室

日
8
月
1
日
㊍
・
8
日
㊍
午
前
10

時
〜
正
午（
全
2
回
）所
竹
野
庁
舎

2
階
第
2
研
修
室
内
点
字
で
打
っ

た
詩
の
冊
子
作
り
対
小
学
生
以
上

定
10
人
申
7
月
1
日
㊊
〜
29
日
㊊

④
夏
休
み
小
学
生
工
作
教
室

日
8
月
3
日
㊏
午
前
10
時
30
分
〜

正
午
所
竹
野
庁
舎
2
階
第
1
・
第

2
研
修
室
内
貝
が
ら
ア
ー
ト
対
小

学
生
定
20
人
申
7
月
1
日
㊊
〜
8

月
1
日
㊍

日
高
分
館　
問
☎
21
－
9
0
6
0

⑤
お
は
な
し
の
へ
や
　
お
た
の
し

み
会

日
7
月
25
日
㊍
午
後
1
時
30
分
〜

3
時
30
分
所
日
高
分
館
お
は
な
し

の
へ
や
対
主
に
小
学
生
内
読
み
聞

か
せ
、
エ
プ
ロ
ン
シ
ア
タ
ー
な
ど

定
10
人
申
7
月
14
日
㊐
〜
24
日
㊌

出
石
分
館　
問
☎
21
－
9
0
1
0

⑥
読
書
感
想
文
を
書
い
て
み
よ
う

日
7
月
22
日
㊊
・
8
月
9
日
㊎
午

前
10
時
〜
正
午
所
出
石
庁
舎
1
階

第
2
会
議
室
内
読
書
感
想
文
の
書

き
方
ア
ド
バ
イ
ス
対
小
学
生
定
10

人
申
7
月
8
日
㊊
〜
18
日
㊍

但
東
分
館　
問
☎
21
－
9
0
3
6

⑦
夏
休
み
子
ど
も
ル
ン
ル
ン
工
作

❶
日
8
月
21
日
㊌
午
前
10
時
〜
内

コ
ロ
コ
ロ
迷
路（
低
学
年
編
）対
小

学
1
、
2
年
生
❷
日
8
月
22
日
㊍

午
前
10
時
〜
内
コ
ロ
コ
ロ
迷
路

（
中
学
年
編
）対
小
学
3
、
4
年
生

❸
日
8
月
23
日
㊎
午
前
10
時
〜
内

コ
ロ
コ
ロ
迷
路（
高
学
年
編
）対
小

学
5
、
6
年
生【
共
通
事
項
】所
合

橋
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

定
各
10
人
申
8
月
1
日
㊍
〜
19
日

㊊【
共
通
事
項
】申
各
期
間
に
問
に

電
話
他
②
③
④
小
学
校
低
学
年
は

保
護
者
同
伴
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